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『やってみたい』が『できた』具体的な例をお知らせします。

成年後見制度について学ぶ講座を開催します

定期相談会 「相談と雑談の間ワークスペース」開設中

　市民活動やまちづくりについての定期相談会を、月に２回実施します。
コーディネーターが常駐しますので、ちょっとした相談がしやすい場所と
して、お気軽にご活用ください。
 【開設日時】
○第２木曜日　10時～19時30分
　８月10日、９月14日、10月12日、11月９日、12月14日
○偶数月第４土曜日　13時～17時
　８月26日、10月28日、12月23日
 【会場】  長浜まちづくりセンター(さざなみタウン内) 会議室
※奇数月第４土曜日は、北部サテライト(きのもと交遊館)で開設します。
 【問合せ先】
　ながはま市民協働センター(ながはま文化福祉プラザ内)☎６５・６５２５
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　一人暮らしをしている70代の叔母が自分でお金の管理ができなくなりました。私以外
の身内もなく困っていたところ、成年後見制度のことを教えていただき、長浜市成年後見・
権利擁護センターに相談しました。制度について丁寧に説明をしてもらい、裁判所に申し
立てるための書類の書き方も教えていただきました。トラブルが起きる前に信頼できる人に
財産管理などをお願いできて、安心しました。

信頼できる人に財産の管理を依頼できました　50代女性

　高齢、認知症、知的しょうがい、精神しょうがいなどの理由で物事を判断する能力が不
十分な人は、預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関す
る契約を自分で行ったりすることが難しい場合があります。また、悪徳商法の被害に遭う
可能性もあります。このような判断能力が不十分な人の権利を守り、生活を支援するのが
成年後見制度です。長浜市成年後見・権利擁護センターでは、制度利用に向けた手続き
の支援をしていますので、お気軽にご相談ください。

 【開催日時】 ９月６日、10月４日、11月１日、12月６日(各回水曜日)14時～16時　※内容は異なります。
 【会　　場】 長浜まちづくりセンター（さざなみタウン内）
 【問合せ先】 長浜市成年後見・権利擁護センター(長浜市社会福祉協議会内)　☎５７-６１２３

定期相談会 「相談と雑談の間ワークスペース」開設中

長浜市成年後見・権利擁護センターへご相談ください
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